
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

子
供
用
特
定
製
品

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
（
以
下
「
消
安
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
の
子
供
用
特
定
製
品
は
、
別
表
第
一
第
三

号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
特
定
製
品
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

二

取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
お
け
る
消
費
生
活
用
製
品
の
通
信
販
売
に
係
る
売
買
契
約
の
相
手
方
を
決
定
す

る
方
法

消
安
法
第
二
条
第
八
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
競
り
等
の
方
法
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
関
係
）

三

報
告
の
徴
収

１

消
安
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
届
出
事
業
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項

は
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
特
定
製
品
の
型
式
等
（
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

国
内
管
理
人
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。
）
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
第
六
項
関
係
）



２

消
安
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
の
国
内
管
理
人
に
対

し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
当
該
届
出
事
業
者
の
輸
入
に
係
る
特
定
製
品
の
検
査
記
録
の
写
し
の
内
容

等
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
第
七
項
関
係
）

四

主
務
大
臣
及
び
主
務
省
令

１

消
安
法
第
三
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
要
請
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
主
務
大
臣
は
、
経
済
産
業
大
臣
と
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
第
一
項
関
係
）

２

消
安
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
主
務
大
臣
は
、
当
該
要
請
に
係

る
消
費
生
活
用
製
品
の
製
造
等
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
第
三
項
関
係
）

３

消
安
法
第
四
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
主
務
大
臣
は
、
当
該
公
表
に
係
る
消
費

生
活
用
製
品
の
製
造
等
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
等
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
第
四
項
関
係
）

４

消
安
法
第
四
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
主
務
省
令
は
、
３
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
発
す
る
命
令
と
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
第
七
項
関
係
）

五

権
限
の
委
任



１

消
安
法
第
四
条
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
っ
て
、
古
物
営
業
法
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
古
物
で
あ
る
子
供
用
特
定
製
品
の
販
売
の
事
業
に
係
る
事
務
所
等
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の

み
に
あ
る
者
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
事
務
所
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
第
三
項
関
係
）

２

消
安
法
第
六
条
等
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
っ
て
、
一
の
届
出
区
分
に
属
す
る
特
定
製
品
の
輸

入
の
事
業
に
係
る
国
内
管
理
人
の
事
務
所
等
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
当
該
国
内
管
理
人
に
係

る
届
出
事
業
者
に
関
す
る
も
の
は
、
当
該
国
内
管
理
人
の
事
務
所
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
第
六
項
関
係
）

３

消
安
法
第
六
条
等
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
っ
て
、
一
の
届
出
区
分
に
属
す
る
特
定
製
品
の
製

造
又
は
輸
入
の
事
業
に
係
る
本
店
等
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
届
出
事
業
者
（
消
安
法
第
六
条

第
四
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
本
店
等
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
第
七
項
関
係
）

４

消
安
法
第
十
四
条
等
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
は
、
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
に
あ
っ



て
は
、
そ
の
国
内
管
理
人
の
業
務
に
係
る
事
務
所
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
十
九
条
第
八
項
関
係
）

５

消
安
法
第
四
十
条
第
一
項
等
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
っ
て
、
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出

事
業
者
等
に
関
す
る
も
の
は
、
当
該
国
内
管
理
人
の
業
務
に
係
る
事
務
所
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が

行
う
も
の
と
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
第
十
二
項
関
係
）

第
二

ガ
ス
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
お
け
る
ガ
ス
用
品
の
通
信
販
売
に
係
る
売
買
契
約
の
相
手
方
を
決
定
す
る
方
法

ガ
ス
事
業
法
第
百
三
十
七
条
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
競
り
等
の
方
法
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
関
係
）

二

報
告
の
徴
収

１

ガ
ス
事
業
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
届
出
事
業
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
事
項
は
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
ガ
ス
用
品
の
型
式
等
（
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
に
あ
っ



て
は
、
そ
の
国
内
管
理
人
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。
）
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
第
九
項
関
係
）

２

ガ
ス
事
業
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
の
国

内
管
理
人
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
当
該
届
出
事
業
者
の
輸
入
に
係
る
ガ
ス
用
品
の
検
査
記
録

の
写
し
の
内
容
等
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
第
十
項
関
係
）

三

権
限
の
委
任

１

ガ
ス
事
業
法
第
百
四
十
条
等
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
で
あ
っ
て
、
一
の
届
出
区
分
に
属
す
る
ガ
ス
用
品
の
輸
入
の
事

業
に
係
る
国
内
管
理
人
の
事
業
場
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
当
該
国
内
管
理
人
に
係
る
届
出
事

業
者
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
国
内
管
理
人
の
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
第
四
項
の
表
第
二
十
四
号
関
係
）

２

ガ
ス
事
業
法
第
百
四
十
条
等
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
で
あ
っ
て
、
一
の
届
出
区
分
に
属
す
る
ガ
ス
用
品
の
製
造
又
は

輸
入
の
事
業
に
係
る
本
店
等
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
届
出
事
業
者
（
ガ
ス
事
業
法
第
百
四
十

条
第
四
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
本

店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
第
二
十
一
条
第
四
項
の
表
第
二
十
五
号
関
係
）

３

ガ
ス
事
業
法
第
百
四
十
八
条
等
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
に
つ
い
て
は
、
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
国
内
管
理
人
の
業
務
に
係
る
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
二
十
一
条
第
四
項
の
表
第
二
十
六
号
関
係
）

４

ガ
ス
事
業
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
等
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
（
ガ
ス
事
業
法
第
百
八
十
九
条
第
一
項
等
の
規
定
に

よ
り
電
力
・
ガ
ス
取
引
監
視
等
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
等
で
あ
っ
て
、
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届

出
事
業
者
等
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
国
内
管
理
人
の
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行

う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
第
四
項
の
表
第
三
十
一
号
（
七
）
及
び
第
三
十
三
号
関
係
）

第
三

電
気
用
品
安
全
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
お
け
る
電
気
用
品
の
通
信
販
売
に
係
る
売
買
契
約
の
相
手
方
を
決
定
す
る
方
法

電
気
用
品
安
全
法
（
以
下
「
電
安
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
競
り
等
の
方

法
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

二

報
告
の
徴
収



１

電
安
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
電
気
用
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
に
対

し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
電
気
用
品
の
型
式
等
（
特
定
輸
入
事
業
者
で

あ
る
届
出
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
国
内
管
理
人
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。
）
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
一
項
関
係
）

２

電
安
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
の
国
内
管
理

人
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
当
該
届
出
事
業
者
の
輸
入
に
係
る
電
気
用
品
の
検
査
記
録
の
写
し

の
内
容
等
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
三
項
関
係
）

三

権
限
の
委
任

１

電
安
法
第
三
条
等
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
っ
て
、
一
の
届
出
区
分
に
属
す
る
電
気
用
品
の
輸

入
の
事
業
に
係
る
国
内
管
理
人
の
事
務
所
等
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
当
該
国
内
管
理
人
に
係

る
届
出
事
業
者
に
関
す
る
も
の
は
、
当
該
国
内
管
理
人
の
事
務
所
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
第
三
項
関
係
）

２

電
安
法
第
三
条
等
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
っ
て
、
一
の
届
出
区
分
に
属
す
る
電
気
用
品
の
製



造
又
は
輸
入
の
事
業
に
係
る
本
店
等
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
届
出
事
業
者
（
電
安
法
第
三
条

第
四
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
本
店
等
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
第
四
項
関
係
）

３

電
安
法
第
四
十
五
条
第
一
項
等
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
っ
て
、
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届

出
事
業
者
等
に
関
す
る
も
の
は
、
当
該
国
内
管
理
人
の
事
務
所
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の

と
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
第
七
項
関
係
）

第
四

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

一

取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
お
け
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
通
信
販
売
に
係
る
売
買
契
約
の
相
手
方
を
決

定
す
る
方
法

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
液
石
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
九
項

第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
競
り
等
の
方
法
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

二

報
告
の
徴
収

１

液
石
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
届
出
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に



係
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
型
式
等
（
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
国
内
管
理
人
に

関
す
る
事
項
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
三
条
第
七
項
関
係
）

２

液
石
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届
出
事
業
者
の
国
内

管
理
人
に
対
し
、
当
該
届
出
事
業
者
の
輸
入
に
係
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
検
査
記
録
の
写
し
の
内
容
等
に
つ
い
て

報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
第
八
項
関
係
）

三

権
限
の
委
任

１

液
石
法
第
四
十
一
条
等
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
っ
て
、
一
の
届
出
区
分
に
属
す
る
液
化
石
油

ガ
ス
器
具
等
の
輸
入
の
事
業
に
係
る
国
内
管
理
人
の
事
務
所
等
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
当
該

国
内
管
理
人
に
係
る
届
出
事
業
者
に
関
す
る
も
の
は
、
当
該
国
内
管
理
人
の
事
務
所
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産

業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
第
九
項
関
係
）

２

液
石
法
第
四
十
一
条
等
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
っ
て
、
一
の
届
出
区
分
に
属
す
る
液
化
石
油

ガ
ス
器
具
等
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
に
係
る
本
店
等
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
届
出
事
業
者

（
液
石
法
第
四
十
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
に
関
す
る
も



の
は
、
そ
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
七
条
第
十
項
関
係
）

３

液
石
法
第
八
十
二
条
第
一
項
等
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
っ
て
、
特
定
輸
入
事
業
者
で
あ
る
届

出
事
業
者
等
に
関
す
る
も
の
は
、
当
該
国
内
管
理
人
の
事
務
所
等
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
し
、
経

済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
第
十
七
項
関
係
）

第
五

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
六

附
則

一

こ
の
政
令
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
政
令
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
関
係
）


